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小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の 

一部を改正する法律について（通知） 
 

 

 

このたび，「学校教育法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 46 号）」（以下

「改正法」という。）が，本年６月 24 日に公布され，平成 28 年４月１日から施行される

こととなりました。 

今回の改正は，学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため，小中一貫教育を実施

することを目的とする義務教育学校の制度を創設するものです。 
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また，併せて義務教育学校の制度化に係る行財政措置として，公立の義務教育学校に関

する教職員定数の算定並びに教職員給与費及び施設費等に係る国庫負担については，現行

の小学校及び中学校と同様の措置を講ずることとするとともに，義務教育学校の教員につ

いては，原則として，小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなけ

ればならないこととしております。 

改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので，十分に御了知の上，事務処理上遺

漏のないよう願います。 

各都道府県知事及び都道府県教育委員会におかれては，域内の市区町村教育委員会，学

校，学校法人に対して，国立大学法人学長におかれては附属学校に対して，構造改革特別

区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては域内の株式会社立学

校及びそれを設置する学校設置会社に対しても，本改正の周知を図るとともに，適切な事

務処理が図られるよう配慮願います。 

なお，改正法は，関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので，

御参照ください。また，関係する政令及び省令の改正については，追ってこれを行い，別

途通知する予定ですので，あらかじめ御承知おき願います。 

 

 

記 

 

 

第一 学校教育法の一部改正（改正法第１条） 

 １ 改正の概要 

（１）義務教育学校の創設（第１条） 

我が国における学校の種類として，新たに義務教育学校を設けることとしたこ

と。 

なお，本条に規定されることにより，他の学校種と同様，設置者（第２条），

設置基準（第３条），設置廃止等の認可（第４条），学校の管理及び経費の負担

（第５条），授業料の徴収（第６条），校長及び教員の配置並びにその資格（第

７条，第８条及び第９条），生徒等の懲戒（第 11 条），学校閉鎖命令（第 13

条），名称使用制限（第 135 条）等に係る規定の適用があることとなること。 

 

（２）義務教育学校の設置等に係る認可等（第４条）   

   私立の義務教育学校の設置廃止等について，私立の小学校，中学校と同様に，

都道府県知事の認可事項としたこと。 

 

（３）義務教育学校における授業料の徴収（第６条）   

   国立又は公立の義務教育学校について，小学校，中学校等と同様に，授業料を

徴収することができないものとしたこと。 
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（４）就学義務（第 17 条）   

   保護者がその子を就学させる義務を果たすための学校種として，義務教育学校

を追加したこと。 

 

（５）設置義務（第 38 条）   

   市区町村は，教育上有益かつ適切であると認めるときは，義務教育学校の設置を

もって小学校及び中学校の設置に代えることができるものとしたこと。 

  なお，公立の義務教育学校は，地方自治法第 244 条の公の施設であり，その設置

については条例で定めることを要すること（同法第 244 条の２第１項）。 

 

（６）教育事務の委託（第 40 条）   

   市区町村は，従前の小学校・中学校と同様，義務教育学校についても，その設

置に代えて，学齢児童の全部又は一部の教育事務を，他の市区町村又は市区町村

の組合に委託することができることとしたこと。 

 

（７）義務教育学校の目的（第 49 条の２）   

義務教育学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育を基

礎的なものから一貫して施すことを目的とすること。 

 

（８）義務教育学校の目標（第 49 条の３）   

義務教育学校における教育の目標として，小学校教育及び中学校教育と同様に，

法第 21 条に規定する義務教育の目標を達成するよう行われるものとすること。  

 

（９）義務教育学校の修業年限並びに前期課程及び後期課程の区分（第 49 条の４及び

第 49 条の５）   

義務教育学校の修業年限は９年とし，小学校段階に相当する６年の前期課程及

び中学校段階に相当する３年の後期課程に区分したこと。 

 

（10）前期課程及び後期課程の目的及び目標（第 49 条の６）   

義務教育学校の前期課程においては，義務教育として行われる普通教育のうち

基礎的なものを施すことを実現するため，小学校における教育と同一の目標を達

成するよう行われるものとするとともに，後期課程においては，前期課程におけ

る教育の基礎の上に，義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するた

め，中学校における教育と同一の目標を達成するよう行われるものとしたこと。 

 

（11）義務教育学校の教育課程（第 49 条の７）   

義務教育学校の前期課程及び後期課程の教育課程に関する事項は，義務教育学

校の目的・目標並びに前期課程及び後期課程のそれぞれの目的・目標に従い，文

部科学大臣が定めるものとしたこと。 
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（12）準用規定等（第 49 条の８）   

生涯学習と学校教育との関係（第 30 条第２項），体験活動の充実（第 31 条），

教科用図書の使用義務（第 34 条），出席停止（第 35 条），学齢未満の子の入学

禁止（第 36 条），校長・教頭・教諭等の職務（第 37 条），学校評価（第 42 条），

学校による積極的な情報提供（第 43 条），私立学校の所管（第 44 条）に関する

現行の学校教育法上の諸規定を義務教育学校に準用することとしたこと。  

 

（13）義務教育学校卒業者の高等学校入学資格（第 57 条）  

義務教育学校の卒業者について，中学校の卒業者等と同様に，高等学校への入

学資格を有するものとしたこと。 

 

（14）その他の事項（第 74 条，第 81 条，第 125 条，附則第７条関係）   

義務教育学校における特別支援学級の設置，専修学校高等課程における教育の

対象者，特別の事情がある場合の養護教諭の必置義務の免除について所要の改正

を行ったこと。 

 

 ２ 留意事項 

   平成 18 年の教育基本法改正，平成 19 年の学校教育法改正により義務教育の目的・

目標が定められたこと等に鑑み，小学校・中学校の連携の強化，義務教育９年間を通

じた系統性・連続性に配慮した取組が望まれる。 

 このたびの義務教育学校の創設については，これを踏まえつつ，地域の実情や児童

生徒の実態など様々な要素を総合的に勘案して，設置者が主体的に判断できるよう，

既存の小学校・中学校に加えて，義務教育を行う学校に係る制度上の選択肢を増やし

たものである。また，今回の制度化は，小中一貫教育を通じた学校の努力による学力

の向上や，生徒指導上の諸問題の解決に向けた取組，学校段階間の接続に関する優れ

た取組等の普及による公教育全体の水準向上に資するものと考えられる。 

以上のことから，各設置者においては，今回の改正を契機として，義務教育学校

の設置をはじめ，小学校段階と中学校段階を一貫させた教育活動の充実に積極的に取

り組むことが期待される。 

 

（１）義務教育学校の名称 

 「義務教育学校」という名称は，法律上の学校の種類を表す名称であり，個別

の学校の具体的な名称に「義務教育学校」と付さなければならないものではない

こと。 

小学校・中学校と同様に，公立学校であれば，設置条例で法律上の正式な名称

（義務教育学校）を明らかにした上で学校管理規則等の教育委員会規則により，

私立学校であれば寄附行為により，義務教育学校以外の個別の名称を用いること

は可能であること。 
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（２）義務教育学校の設置の在り方 

① 地域とともにある学校づくりの観点から，小中一貫教育の導入に当たっては，学

校関係者・保護者・地域住民との間において，新たな学校作りに関する方向性や方

針を共有し，理解と協力を得ながら進めて行くことが重要であること。 

② 市区町村における義務教育学校の設置は，小学校・中学校の設置に代えられるこ

と（第 38 条）を踏まえ，市区町村立の義務教育学校は就学指定の対象とする予定

であること（学校教育法施行令の改正）。 

③ 就学指定は，市区町村の教育委員会が，あらかじめ各学校ごとに通学区域を設定

し，これに基づいて就学すべき学校を指定する制度であること。したがって，そ

の指定に当たって入学者選抜は行わないものであること。 

④ いわゆる「学校選択制」は，あくまで就学指定の手続の一つとして行われるもの

であり，特定の学校に入学希望者が集中した場合の調整に当たっては，就学指定

の基本的な仕組みを踏まえ，入学者選抜は行わないものであること。 

⑤ 「学校選択制」の導入に当たっては，通学する学校により格差が生じるとの懸念

を払拭する観点から，小学校・中学校の場合と同様，市区町村が児童生徒の実態

や保護者のニーズを踏まえ，対外的な説明責任にも留意しつつ対応する必要があ

ること。 

⑥ 域内に義務教育学校と小学校・中学校が併存する場合は，小中一貫教育の実施を

通じて蓄積される様々な知見を既存の小学校・中学校にも積極的に普及を図るこ

と。 

 

（３）義務教育学校の目的 

① 義務教育学校は，小学校・中学校と同様の目的を実現するための教育活動を行う

ものであり，義務教育を施す点においては，小学校・中学校と義務教育学校は同

等であること。 

② 義務教育学校は，小学校・中学校の学習指導要領を準用することとしており，学

習指導要領に示された内容項目を網羅して行われることになるため，小学校・中

学校と異なる内容・水準の教育を施す学校ではないこと。 

 

（４）義務教育学校の修業年限並びに前期課程及び後期課程の区分 

① 小中一貫教育においても，子供の成長の節目に配慮するような教育課程の工夫が

重要であること。 

② 義務教育学校は，９年の課程を前期６年，後期３年に区分することとしているが，

義務教育学校においては，１年生から９年生までの児童生徒が一つの学校に通う

という特質を生かして，９年間の教育課程において「４－３－２」や「５－４」

などの柔軟な学年段階の区切りを設定することも可能であること。 

③ この場合の「学年段階の区切り」とは，前期課程，後期課程の目標を達成するた

めの課程の変更を意味するものではなく，カリキュラム編成上の工夫や指導上の

重点を設けるための便宜的な区切りを設定することを想定していること。 
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  具体的には，例えば， 

・ 教育課程の特例を活用して小学校高学年段階から独自の教科を設け，当該教

科が導入される学年を区切りとすること 

・ 従来であれば中学校段階の教育の特徴とされてきた教科担任制や定期考査，

生徒会活動，校則に基づく生徒指導，制服・部活動等を小学校高学年段階から

導入して，この学年を区切りとすること 

 などの工夫が考えられること。 

④ 義務教育学校の課程は，前期６年，後期３年に区分することとしているが，組織

としては一体であり，義務教育学校の教職員は一体的に教育活動に取り組むこと。 

 

（５）義務教育学校の教育課程 

① 義務教育学校の教育課程については，前期課程及び後期課程に，それぞれ小学校

学習指導要領及び中学校学習指導要領を準用することを省令において定める予定

であるとともに，教育課程の特例や配慮すべき事項については，省令等で定める

予定としていること。 

② 具体的には，学習指導要領に示された内容項目を網羅すること，各教科等の系統

性・体系性に配慮すること，児童生徒の負担過重にならないようにすること等を

前提とした上で，小中一貫教育の円滑な実施に必要となる９年間を見通した教育

課程の実施に資する一定の範囲内で，設置者の判断で活用可能な教育課程の特例

を創設することを予定としていること。 

なお，創設される本特例の内容については，今後，教育課程特例校制度の対象

としない予定であり，詳細については，別途御連絡する教育課程特例校の申請手

続に係る事務連絡を参照すること。 

③ 「６－３」と異なる学年段階の区切りを設けている学校や，教育課程の特例を活

用する学校においては，転出入する児童生徒に対して，学習内容の欠落が生じな

いようにするとともに，転校先の学校に円滑に適応できるようきめ細かに対応す

る必要があること。 

具体的には，例えば， 

 ・ 指導要録に，当該児童生徒が先取りして学習した事項や学習しなかった事項等

を具体的に記載するとともに綿密な引継ぎを行うこと 

 ・ 通常の教育課程との違いを分かりやすく示した資料をあらかじめ備えておくこ

と 

 ・ 転出入に際して，必要に応じて個別ガイダンスや個別指導を行うこと 

 などが考えられること。 

 

（６）義務教育学校の設置基準 

① 義務教育学校の設置基準については，前期課程については小学校設置基準，後期

課程については中学校設置基準を準用することをはじめ具体的な内容については，

省令等において定めることを予定していること。 
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② 義務教育学校の施設については，同一敷地に一体的に設置する場合だけでなく，

隣接する敷地に分割して設置する場合（施設隣接型）や隣接していない異なる敷

地に分割して設置する場合（施設分離型）も認められること。ただし，施設分離

型の義務教育学校を設置する場合，設置者において，教育上・安全上の観点や，

保護者や地域住民のニーズを踏まえ適切に判断することが求められること。 

 

（７）小中一貫型小学校・中学校（仮称）の扱い 

 平成 26 年 12 月の中央教育審議会答申で示された「小中一貫型小学校・中学

校」（仮称）については，法律上の学校の種類としては通常の小学校と中学校で

あるため，今回の学校教育法の改正事項には当たらないが，小中一貫した教育課

程やその実施に必要な学校間の総合調整を行う際の組織運営上の措置等に関する

具体的な要件については，省令等において定めることを予定していること。 

 

 

第二 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部

改正等（改正法第２条・第３条） 

 １ 改正の概要 

（１）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正

（改正法第２条） 

① 公立の義務教育学校に係る学級編制及び教職員定数の標準は，前期課程について

は現行の小学校と，後期課程については現行の中学校と同等の標準としたこと。

（第３条及び第６条関係等） 

② 義務教育学校においては，学校段階間の接続を円滑に行う必要があるなど管理機

能の充実が必要であることから，副校長又は教頭を一人加算することとしたこと。

（第７条第１項第２号） 

 

（２）市町村立学校職員給与負担法の一部改正（改正法第３条） 

  市区町村立の義務教育学校の教職員の給料その他の給与等について，都道府県の

負担としたこと。（第１条） 

 

（３）義務教育費国庫負担法の一部改正（改正法第３条） 

  市区町村立の義務教育学校の教職員給与費等を国庫負担の対象としたこと。（第

２条） 

 

 ２ 留意事項 

小学校及び中学校を廃止して義務教育学校を設置する場合を含め，義務教育学校

において小中一貫教育が円滑に行われるよう，都道府県教育委員会等においては，義

務教育学校に係る教職員定数の標準を踏まえた適切な教職員配置に努めること。 
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第三 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正（改正法

第４条） 

 １ 改正の概要 

① この法律における「義務教育諸学校」の定義に義務教育学校を加えたこと。（第

２条関係） 

なお，本条に規定されることにより，公立の義務教育学校について，施設整備

基本方針等（第 11 条），交付金の交付等（第 12 条）に係る規定等の適用がある

こととなること。 

  ② 公立の義務教育学校の校舎及び屋内運動場の新築又は増築に要する経費を，公立

の小学校・中学校と同様に国庫負担の対象に加えたこと。（第３条，第５条，第

６条関係） 

 

 ２ 留意事項 

小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計における留意事項については，文部

科学省が開催する有識者会議「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」（平

成 21 年６月 19 日大臣官房長決定）での検討を踏まえ，関係者に周知する予定である

こと。 

 

 

第四 教育職員免許法の一部改正（改正法第５条） 

 １ 改正の概要 

① 義務教育学校の教員については，小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許

状を有する者でなければならないものとしたこと。（第３条関係） 

② 小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は，当分の間，それ

ぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭，指導教諭，教諭又は講師

となることができるものとしたこと。（附則第 20 項関係） 

 

 ２ 留意事項 

  ① 都道府県教育委員会は，他校種免許状の取得のための免許法認定講習の積極的な

開講やその質の向上等により，小学校及び中学校教員免許状の併有のための条件

整備に努めること。 

② 都道府県教育委員会は，免許状の併有を促進する場合において，併有の促進が教

員の過度な負担につながらないよう配慮すること。 

 

 

第五 施行期日等について 

 １ 改正法の概要 

（１）改正法は，一部の規定を除き，平成 28 年４月１日から施行することとしたこと。

（改正法附則第１条） 
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（２）義務教育学校の設置のために必要な行為は，改正法の施行の日前においても行う

ことができることとしたこと。（改正法附則第２条） 

 

（３）私立学校振興助成法の一部改正その他所要の規定の整備を行ったこと。 

 

２ 留意事項 

（１）改正法における経過措置 

   義務教育学校の設置のために必要な行為について規定した改正法附則第２条の施

行日は，公布の日（平成 27 年６月 24 日）であることから，私立の義務教育学校

の設置認可の申請及び認可，公立の義務教育学校の設置のための条例制定等の準

備行為は，公布の日から行えるものであること。 

 

（２）その他 

 ① コミュニティ・スクールの推進 

 義務教育９年間の学びを地域ぐるみで支える仕組みとして，学校運営に地域住

民や保護者等が参画するコミュニティ・スクールは有効であり，子供たちの豊か

な学びと成長を実現できるよう，小中一貫教育も含め，コミュニティ・スクール

の推進が期待されること。 

② 小学校・中学校の適正規模・適正配置との関係 

 義務教育学校の制度化の目的は，各地域の主体的な取組によって小中一貫教育

の成果が蓄積されてきた経緯に鑑み，設置者が，地域の実情を踏まえ，小中一貫

教育の実施が有効と判断した場合に，円滑かつ効果的に導入できる環境を整備す

るものであり，学校統廃合の促進を目的とするものではないこと。 

 今後，少子化に伴う学校の小規模化の進展が予想される中，魅力ある学校づく

りを進める上で，児童生徒の集団規模の確保や活発な異学年交流等を意図して，

小学校・中学校を統合して義務教育学校を設置することは一つの方策であると考

えられるが，その場合，設置者が地域住民や保護者とビジョンを共有し，理解と

協力を得ながら進めて行くことが重要であること。 

 なお，公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの策定につ

いて（26 文科初第 1112 号）も参照のこと。 

  ③ 校務運営体制の見直し 

小中一貫教育の導入に当たっては，校長は，一部の教職員に過重な負担が生じ

ないよう，校内での連携体制の構築や校務分掌の適正化など校務運営体制を見直

し，校務の効率化を図る必要があること。 

また，学校における校務運営体制の見直しに係る取組が促進されるよう，学校

設置者が適切な支援を行う必要があること。 

  ④ 義務教育学校以外の教育課程の特例を活用する学校 

    第一２（５）③に記載している転出入する児童生徒へのきめ細かな対応について

は，義務教育学校に限らず，研究開発学校や教育課程特例校など教育課程の特例

を活用する学校全般において留意すべきであること。 
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別添１ 学校教育法等の一部を改正する法律（条文） 

別添２ 学校教育法等の一部を改正する法律（新旧対照表） 

別添３ 学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院文部科学委員

会） 

別添４ 学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院文教科学委員

会） 

 

 

〔参考〕関係資料（文部科学省ホームページ） 

  http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/1357987.htm 

 （トップ > 政策・審議会 > 国会提出法律 > 第 189 回国会における文部科学省成立法

律（平成 27 年 1 月 26 日～） > 学校教育法等の一部を改正する法律を参照） 
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初等中等教育企画課      

教育制度改革室義務教育改革係 

電話 03-5253-4111（代表） 
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